
技 術 資 料 作 成 要 領

赤沢配水場送水ポンプ交換工事に係る公募型指名競争入札の公告に基づく技術資料の提出等

については、この要領で定めるところによる。

１ 公 告 日 令和８年６月２３日

２ 工事の概要

⑴ 工 事 名 赤沢配水場送水ポンプ交換工事

⑵ 工事場所 飯能市大字赤沢地内（赤沢配水場）

⑶ 工事概要 送水ポンプ交換（11kw）３台

⑷ 工 期 令和８年７月中旬から令和９年３月中旬まで

⑸ 入札手続 本工事は、資料の提出、届出及び入札を埼玉県電子入札共同システム（以

下「電子入札システム」という。）により行う。

３ 参加申込書の提出

⑴ 本工事の入札参加希望者は、次に掲げる期間に、公募型指名競争入札参加申込書（以下

「申込書」という。）を電子入札システムにより提出すること。

提出期間 令和８年６月２３日（火）午前８時３０分から

令和８年６月３０日（火）正午まで

※電子入札システムが稼動していない時間を除く。

⑵ 申込書は、公募型指名競争入札参加申込書（様式第１－１号）により作成すること。

４ 担当課

契約担当課 飯能市契約検査課２契約・用度担当

ＴＥＬ ０４２-９７３-２１１１ 内線 ２３１

Ｅメール keiyaku@city.hanno.lg.jp

５ 入札参加資格の確認

⑴ 入札参加資格の確認は、落札候補者が書類の提出の指示を受けた日から２日（土曜日、

ああ日曜日及び祝日を除く。）以内に公募型指名競争入札（事後審査型）参加資格審査申請書

ああ（様式第５号）及び技術資料（添付資料等）を持参により提出すること。

⑵ 技術資料は、次に掲げるところにより作成すること。

① 施工実績

平成２８年度以降に国又は地方公共団体が発注した機械器具設置工事（水道施設にお

けるポンプ設備の新設、更新又は修繕工事で契約金額１千万円以上のものに限る。）の

施工実績を「同種の工事の施工実績（様式第２号）」により作成すること。記載する同

種同程度以上の工事の施工実績は、平成２８年度以降に工事が完了し、引渡しが済んで

いるものを１件記載すること。

② 配置予定の技術者

２２２２配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を

あああ「主任（監理）技術者等の資格及び工事経歴書（様式第３号）」により作成すること。



あああ記載する同種同程度以上の工事の経験の件数は、平成２８年度以降に工事が完了し、引

あああ渡しが済んでいるものを１件記載すること。

※申請時に配置の予定技術者として提出された技術者以外は、この工事に関する技術者

として配置することはできないが、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格

等を記載することはできることとする。

また、本工事を施工する建設業者と３か月以上の恒常的な雇用関係があることが確認

できる資料を添付すること。

③ 契約書等の写し

上記①、②に記載した工事実績が本工事と同種工事であることが確認できる資料（契

あああ約書、仕様書、図面、工事成績書、コリンズ登録工事カルテの写し等いずれでも可）を

あああ添付すること。

⑶ その他

① 申請書等の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。

② 提出された申請書等は返却しない。

③ 申請書及び技術資料等の差し替え並びに再提出は認めない。

６ 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明等

⑴ 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、次により説明を求めること

ができる。

① 提出期限 非指名通知をした日の翌日から起算して７日目の開庁時間内まで

② 提出場所 飯能市役所２階 契約検査課

③ 提出方法 持参により提出

⑵ 理由の説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して

７日以内に書面により回答する。

⑶ 上記⑵の回答があった以後は、当該入札参加資格がないと認めた理由について１回に限

り再説明請求をすることができる。

７ 入札方法等

⑴ 入札は、予定価格に達しなかった場合に３回まで行う。

⑵ 予定価格、調査基準価格及び失格判断基準価格は、事後公表とする。

⑶ 入札額は、当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円

ああ未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、見

ああ積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

⑷ 入札を辞退する場合は、電子入札システムにより辞退の手続をすること。

８ 入札保証金及び契約保証金

⑴ 入札保証金は、免除とする。

⑵ 契約保証金は、契約金額の１０分１に相当する額とする。この場合において、契約保証

ああ金に見合う履行保証保険に加入すること。

９ 工事費内訳書の提出

⑴ 入札の際、その入札書に記載されている入札金額に対応した工事費内訳書を提出するこ

と。

⑵ 工事費内訳書は、仕様書（工事費内訳書）のうち代価表を除いたものとし、表紙に入札



者名を記載すること。

⑶ 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるもののため、入札及び契約上の権利・義

務を生じるものではないこと。

１０ 入札の無効

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

⑴ 記入すべき事項の記入がない入札書又は記入した事項の判読ができない入札書による入

札

⑵ 入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は納付した入札保証金

の額が所定の率による額に達しない者がした入札

⑶ 明らかに連合によると認められる入札

⑷ その他入札の条件に違反した入札

１１ 契約条項の閲覧場所

契約条項については、市ホームページで閲覧できる。

１２ その他

仕様書に関する質問は、電子入札システムにより行うこと。質問の受付期限は令和８年７

月２日（木）正午までとし、回答は原則として７月９日（木）までに行う。


